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自立生活援助事業所 こっとん 重要事項説明書 

 

１．サービスを提供する事業所 

名称 社会福祉法人福角会 

所在地 愛媛県松山市福角町甲１８２９番地 

電話/ＦＡＸ 電話０８９－９７８－５８５５ ＦＡＸ０８９－９７８－５８５６ 

代表者氏名 理事長 芳野道子 

法人の設立年月日 昭和４７年 ５月３１日 

 

２．事業所の概要 

 （１）指定自立生活援助事業所の指定番号及びサービス提供対象 

事業所の名称 自立生活援助事業所 こっとん 

事業所の所在地 愛媛県松山市内宮町２００７番地５ 

電話番号 
（事業所）０８９－９７８－７７７８ 

（携帯電話）０９０－４３３１－１３６６ 

ＦＡＸ・メール 
ＦＡＸ ０８９－９７８－７７７６ 

メール cotton＠hukuzumikai.com 

事業所指定番号 ３８１０１０５２９０ 

主たる対象者 知的障害者 

管理者 宇都宮 浩人 

サービス管理責任者 武田 由香里 

事業の目的 

自立生活援助事業所こっとんの適正な運営を確保するために必要な人

員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、

利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な指

定自立生活援助の提供を確保することを目的とする。 

運営方針 

1.利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことがで 

きるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者

からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提

供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育

等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の

特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的

に行うものとする。 

2.指定自立生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、 

利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相 

談支援事業者、指定共同生活援助その他福祉サービス又は保健医療サー 

ビスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 
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3.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平 

成１７年法律第１２３号。)及び松山市指定障害福祉サービスの事業等の 

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成２４年１２月 

２６日松山市条例第６０号）に定める内容のほかその関係法令等を遵守 

し、事業を実施するものとする。 

第三者評価の実施 実施の有無 ： 無 

自己評価 実施の有無 ： 無 

 

３．事業実施地域  

松山市（島しょ部を除く）とする。 

また、他市町出身者で前記地域に居住する者についても事業の対象とする。 

 

４．営業時間等 

 （１）事業所窓口の営業/月及び営業時間 

営業日 
月曜日～金曜日 

（ただし国民の祝日、１２月２９日から１月３日までを除く） 

営業時間 午前８：３０～午後５：３０ 

（２）サービス提供可能日と時間帯 

サービス提供可能日 月曜日～金曜日 

サービス可能時間帯 
午前８：３０～午後５：３０ 

（電話での対応は２４時間可能） 

 

５．従業者の体制 

 （１）職員配置 

職種 員数 常勤 職務内容 

管理者 １名 １名（兼務） 従業者及び業務の一元管理及び指揮命令 

サービス管理責任者 １名 １名（兼務） 

・個別支援計画の作成 

・利用申し込みに係る調整 

・従業者等に対する技術指導等のサービ

スの内容の管理 

地域生活支援員 １名 １名（兼務） 
・自立した日常生活等を営むことができ

るよう訪問等を行う。 

（２）従業者の勤務体制 

職種 勤務体制 

管理者 午前８：３０～午後５：３０ 

サービス管理責任者 午前８：３０～午後５：３０ 

地域生活支援員 午前８：３０～午後５：３０ 
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６．サービス提供の内容と利用料金 

 （１）障害者総合支援法に基づく訓練等給付から給付されるサービス 

 ①訓練等給付費対象サービス 

サービスの種類 サービスの内容 

自立生活援助計画の

作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質

を向上させるための課題や目標、支援の方針等を配慮した自立支援

計画を作成します。 

定期的な訪問による

支援 

おおむね週に１回以上、利用者の居宅を訪問することにより、利用

者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等

の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福

祉サービス事業者等、医療機関との連携調整その他地域における自

立した日常生活又は社会生活を営むための必要な援助を行います。 

関係機関との連携調

整 

前号の状況把握を踏まえ、利用者の家族、利用者が利用する指定障

害福祉サービス事業者等、医療機関その他関係機関等との連絡調整

その他必要な措置を講じます。 

常時の連絡体制の確

保 

利用者の心身の容共及び障害の特性に応じ、適切な方法により、利

用者との常時の連絡体制を確保します。 

  （２）サービス利用料金 

区分 

地域生活支援員一人あたりの利用者

数 備考 

３０人未満 ３０人以上 

自立生活援助サービス費（１） １５５８単位/月 １０９０単位/月 
退所等をしてか

ら１年以内の者 

自立生活援助サービス費（２） １１６６単位/月 ８１７単位/月 上記以外の者 

    ＜提供するサービスの料金とその利用者負担額について＞ 

     提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

    利用者負担は現在、サービス料と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得

に応じた負担上限額の設定）となっています。 

     定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられていま

す。 

※障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、一月に利用し

たサービス料にかかわらず、それ以上に負担は生じません。 

【標準利用期間超過減算】 

平均利用期間が標準利用期間（１年間）を６ヶ月以上超え

る場合 

所定単価数 ×９５／１００ 
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  （３）加算項目 

 ①福祉専門職員配置加算 

加算項目 利用料 利用者負担額 内容 

福祉専門職員配置加

算(1) 
４５００円 左記の１割 

常勤の地域生活支援員のうち、有

資格者が３５％以上雇用されてい

る場合、利用１ケ月につき加算さ

れます。 

福祉専門職員配置加

算(２) 
３０００円 左記の１割 

常勤の地域生活支援員のうち、有

資格者が２５％以上雇用されてい

る場合、利用１ケ月につき加算さ

れます。 

福祉専門職員配置加

算(３) 
１８００円 左記の１割 

地域生活支援員のうち、常勤職員

が７５％以上又は３年以上の常勤

職員が３０％以上雇用されている

場合に利用１カ月につき加算され

ます。 

 

②初回加算 

加算項目 利用料 利用者負担額 内容 

初回加算 ５０００円 左記の１割 初回月、１回のみ加算されます 

   

③同行支援加算 

加算項目 利用料 利用者負担額 内容 

同行支援加算 ５０００円 左記の１割 

月２回まで外出を伴う支援を行っ

た場合、利用１月につき加算され

ます。 

同行支援加算 ７５００円 左記の１割 

月３回まで外出を伴う支援を行っ

た場合、利用１月につき加算され

ます。 

同行支援加算 １００００円 左記の１割 

月４回以上外出を伴う支援を行っ

た場合、利用１月につき加算され

ます。 

   

  ④緊急時支援加算 

加算項目 利用料 利 用者負担 内容 

緊急時支援加算

（１） 
７１１０円 左記の１割 

緊急時において、利用者・家族か

らの要請により深夜に利用者宅へ

の訪問や１時的な滞在により支援

を行った場合 
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緊急時支援加算

（２） 
  ９４０円 左記の１割 

緊急時において、利用者・家族か

らの要請により深夜に電話による

相談援助を行った場合 

 

（４）その他の費用について   

内  容 料        金 

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問支援に要する交通

費（事業者の自動車を使用した場合） 

公共交通機関等を利用した場合は実費相当額 

通常事業実施地域を超えた地点か 

ら１キロメートルにつき

１回（片道）につき 

５０円 

 

７．利用者負担額及びその他の費用の支払いについて 

 利用料金は、１カ月ごとに計算しご請求させていただきます。 

利用者負担金は当月末日精算の翌々月 10日払いです。(土日祝祭日の場合は翌営業日） 

  支払い方法 ・ご指定の口座から自動引き落としをさせていただきます。 

          ・現金又は振込での支払いを希望される場合はお申し出ください。 

 

８．サービス提供にあたっての留意事項 

(1) 市町村の支給決定内容等の確認 

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額

を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業

者にお知らせください。 
 

(2) 個別支援計画の作成 

確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら｢個別支援計画｣を作

成します。作成した「個別支援計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、

利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。 
 

 (3) 個別支援計画の変更等 

「個別支援計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更す

ることができます。 

 

9．虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護

者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律第 79 号）」を遵守するとともに、下記の対策を

講じます。 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

②成年後見制度の利用を支援します。 

③苦情解決体制を整備しています。 

④従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 
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虐待防止に関する窓口 

担当者 氏名 住所 電話番号 

虐待防止責任者 西村 奈緒 松山市内宮町２００７番地５ 089-978-7778 

 

10．身体拘束の禁止について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれが

ある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるとき

は、利用者・家族に対して説明し同意を得たときのみ、次に掲げることに留意して、必要最小

限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につ

いての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 切迫性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に    

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ  

ことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ  

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

11．秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について 

 

 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚
生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガ
イドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供を
する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし
ません。 
○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても
継続します。 
○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた
め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す
るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保

護について 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供
しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあら
かじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サ
ービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による
ものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理
し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する
こととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞
なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

個人情報の保護について 

担当者 氏名 住所 電話番号 
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個人情報保護管理者 宇都宮浩人 松山市内宮町２００７番地５ 089-978-7778 

 

12．緊急時の対応方法について 

① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡

します。 

 ② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の

対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。 

  連絡先：電話番号 ０９０－４３３１－１３６６（藤高）  (対応可能時間 ２４時間) 

 

13．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する自立生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する自立生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行います。 

 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名 ： 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

   保険名   ： しせつの損害保険 

保障の概要 ： 業務中の事故賠償補償 

       

14．苦情の受付について 

苦情受付窓口 

担当者 職名・役職名 氏名 住所 電話番号 

受付担当者 係長 西村 奈緒 松山市内宮町２００７番地５ 089-978-7778 

第三者委員 

福角会監事 小林 保一 松山市吉藤２－１７－４６ 089-922-5265 

評議員選任 

解任委員 
八木 孝教 松山市堀江町甲１３７８－５ 089-979-0405 

解決責任者 管理者 宇都宮浩人 松山市内宮町２００７番地５ 089-978-7778 

 

機関名 住所 電話番号 

愛媛県 保健福祉部障がい福祉課 松山市一番町 4-4-2 089-941-2111 

松山市 保健福祉部障がい福祉課 松山市二番町 4-7-2 098-948-6719 

愛媛県 

社会福祉協議会 

愛媛県福祉サービス 

運営適正委員会 
松山市持田町 3-8-15 089-921-8353 

 

15．サービス提供の記録 

① 指定自立生活援助の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担

額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。 

② 指定自立生活援助の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受
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けます。 

③ これらの記録はサービス完結の日から５年間保存し、利用者は、事業者に対して保存される

サービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 

（複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

自立生活援助の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

   

事業所名 自立生活援助事業所 こっとん 

 

説明者職名             氏名                     

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、自立生活援助の提供開始に同意 

しました。 

    利用者住所                    

  

                   氏   名                  印 

 

 

                   立会人住所                    

 

                   氏   名                  印 

 

                   ご本人との関係（               ） 


